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公

告

（
一
六
五
）
令
和
八
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
毒
物
劇
物

取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

試
験
の
日
時

令
和
八
年
十
一
月
十
七
日
（
火
曜
日
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二

試
験
の
場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二
番
地

Ｙ
Ｍ
ｆ
ｇ
維
新
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
八
年
八
月
五
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
八
月

十
九
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

四

受
験
願
書
等
の
提
出
先

最
寄
り
の
保
健
所
（
山
口
県
防
府
保
健
所
を
除
く
。
）
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号

七
五
三－

八
五
〇
一
）
山
口
県
健
康
福
祉
部
薬
務
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
願
書
在
中
」
と
朱
書
す
る
こ

と
。

五

提
出
書
類

㈠

受
験
願
書

㈡

写
真
（
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
）

㈢

電
算
入
力
票

六

受
験
手
数
料

一
万
千
六
百
二
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ

の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

七

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
は
、
令
和
八
年
十
二
月
十
七
日
（
木
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山

口
県
庁
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
内
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
山
口
県
健
康
福
祉
部
薬
務

課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

㈡

受
験
者
は
、
試
験
の
得
点
を
知
り
た
い
場
合
に
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
山
口
県
健
康
福

祉
部
薬
務
課
に
お
い
て
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。

八

そ
の
他

㈠

受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
健
康
福
祉

部
薬
務
課
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
受

験
願
書
請
求
」
と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十

三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

㈡

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
（
山
口
県
防
府
保
健
所
を
除
く
。
）
又

は
山
口
県
健
康
福
祉
部
薬
務
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
〇
一
八
）
に
す
る
こ
と
。

一
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公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
三
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
警
備
員
等

の
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
並
び
に
受
検
定
員

種

別

級

受
検
定
員

交
通
誘
導
警
備
業
務

一
級

三
十
名

二

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

学
科
試
験

日

時

令
和
八
年
十
月
二
日
（
金
曜
日
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部

㈡

実
技
試
験

日

時

令
和
八
年
十
月
十
七
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
市
仁
保
下
郷
一
一
四
五
九
番
地

山
口
県
警
察
学
校

詳
細
に
つ
い
て
は
、
学
科
試
験
の
合
格
通
知
に
併
せ
て
通
知
す
る
。

三

受
検
資
格

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
の
う
ち
山
口
県
外
に

住
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
県
外
在
住
警
備
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈠

交
通
誘
導
警
備
業
務
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る

も
の

㈡

公
安
委
員
会
が
㈠
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

四

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
八
年
七
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も
、
申
請
者
の
数
が
受
検
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
も

の
と
す
る
。

五

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備
員

に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

六

提
出
書
類

㈠

検
定
申
請
書

㈡

添
付
書
類

⚑

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県
内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

⚒

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

る
書
面

⚓

三
の
㈠
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
交
通
誘
導
警
備
業
務
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明

書
の
写
し
及
び
警
備
業
者
等
が
発
行
す
る
当
該
警
備
業
務
の
従
事
期
間
に
関
す
る
証
明
書

⚔

三
の
㈡
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
一
級
検
定
受
検
資
格
認
定
書
の
写
し

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
）
二
枚

七

受
検
手
数
料

一
万
四
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書
の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
交
付
す
る
。

九

そ
の
他

㈠

警
笛
は
、
受
検
当
日
各
自
持
参
す
る
こ
と
。

㈡

検
定
申
請
書
は
、
山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈢

検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八

三－
九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。

一

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級
並
び
に
受
検
定
員

二
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種

別

級

受
検
定
員

交
通
誘
導
警
備
業
務

二
級

三
十
名

二

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時
及
び
場
所

㈠

学
科
試
験

日

時

令
和
八
年
十
月
二
日
（
金
曜
日
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部

㈡

実
技
試
験

日

時

令
和
八
年
十
月
二
十
四
日
（
土
曜
日
）

場

所

山
口
市
仁
保
下
郷
一
一
四
五
九
番
地

山
口
県
警
察
学
校

詳
細
に
つ
い
て
は
、
学
科
試
験
の
合
格
通
知
に
併
せ
て
通
知
す
る
。

三

受
検
資
格

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
県
外
在
住
警
備
員
で
あ
る
こ
と
。

四

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
八
年
七
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も
、
申
請
者
の
数
が
受
検
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
も

の
と
す
る
。

五

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備
員

に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

六

提
出
書
類

㈠

検
定
申
請
書

㈡

添
付
書
類

⚑

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県
内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

⚒

県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

る
書
面

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
）
二
枚

七

受
検
手
数
料

一
万
四
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書
の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
交
付
す
る
。

九

そ
の
他

㈠

警
笛
は
、
受
検
当
日
各
自
持
参
す
る
こ
と
。

㈡

検
定
申
請
書
は
、
山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈢

検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八

三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
四
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

免
許
関
係
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

受
託
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

一
般
財
団
法
人
山
口
県
交
通
安
全
協
会

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

村
田

常
雄

二

免
許
関
係
事
務
の
内
容

㈠

限
定
解
除
審
査
申
請
に
係
る
事
務

㈡

運
転
免
許
条
件
申
請
に
係
る
事
務

㈢

運
転
免
許
証
（
以
下
「
免
許
証
」
と
い
う
。
）
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
に
係
る
事
務

㈣

免
許
証
の
記
載
事
項
変
更
届
出
に
係
る
事
務

㈤

免
許
証
の
再
交
付
申
請
に
係
る
事
務

㈥

免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
の
更
新
申
請
に
係
る
事
務

㈦

運
転
経
歴
証
明
書
又
は
運
転
経
歴
情
報
記
録
の
交
付
申
請
に
係
る
事
務

㈧

免
許
証
及
び
国
外
運
転
免
許
証
の
返
納
に
係
る
事
務

㈨

そ
の
他
免
許
事
務
に
必
要
な
事
項

三

免
許
関
係
事
務
を
処
理
す
る
場
所

二
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名

称

所

在

地

周
南
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

周
南
市
毛
利
町
二
丁
目
三
八

山
口
県
周
南
総
合
庁
舎
四
階

萩
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

萩
市
大
字
椿
三
五
三
七
の
三

岩
国
警
察
署

岩
国
市
麻
里
布
町
六
丁
目
一
五
番
二
〇
号

広
瀬
幹
部
交
番

〃

錦
町
広
瀬
五
三
の
八

柳
井
警
察
署

柳
井
市
南
町
二
丁
目
四
番
一
八
号

周
防
大
島
幹
部
交
番

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
久
賀
五
〇
六
六
の
八

光
警
察
署

光
市
中
央
二
丁
目
一
番
一
四
号

防
府
警
察
署

防
府
市
駅
南
町
七
番
二
二
号

山
口
警
察
署

山
口
市
吉
敷
下
東
四
丁
目
一
七
番
一
〇
号

阿
東
幹
部
交
番

〃

阿
東
生
雲
西
分
二
〇
四
四
の
一

宇
部
警
察
署

宇
部
市
常
藤
町
三
番
一
号

山
陽
小
野
田
警
察
署

山
陽
小
野
田
市
日
の
出
一
丁
目
六
番
一
〇
号

厚
狭
幹
部
交
番

〃

大
字
厚
狭
九
四
六
の
一

小
串
警
察
署

下
関
市
豊
浦
町
大
字
小
串
一
九
一
の
一

美
祢
警
察
署

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
三
一
二

長
門
警
察
署

長
門
市
東
深
川
七
七
七

萩
警
察
署

萩
市
大
字
土
原
四
七
六
の
一

江
崎
幹
部
交
番

〃

大
字
下
田
万
一
二
五
四
の
一

下
関
警
察
署

下
関
市
細
江
町
二
丁
目
三
番
八
号

長
府
警
察
署

〃

長
府
才
川
一
丁
目
四
四
番
四
五
号

豊
田
幹
部
交
番

〃

豊
田
町
大
字
殿
敷
一
八
九
三
の
八

四

委
託
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
五
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

免
許
関
係
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

受
託
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ク
リ
エ
イ
ト

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
二
丁
目
二
〇

番
一
号

片
山

正
之

二

免
許
関
係
事
務
の
内
容

㈠

運
転
免
許
証
（
以
下
「
免
許
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
に
係
る
事
務

㈡

免
許
証
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
に
係
る
事
務

㈢

免
許
証
の
記
載
事
項
変
更
届
出
に
係
る
事
務

㈣

免
許
証
の
再
交
付
に
係
る
事
務

㈤

免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
（
以
下
「
免
許
証
等
」
と
い
う
。
）
の
更
新
申
請
に
係
る
事
務

㈥

免
許
証
及
び
国
外
免
許
証
の
返
納
に
係
る
事
務

㈦

国
外
免
許
証
の
交
付
申
請
に
係
る
事
務

㈧

免
許
証
等
の
更
新
連
絡
書
等
の
作
成
送
付
に
係
る
事
務

㈨

そ
の
他
免
許
事
務
に
必
要
な
事
項

三

免
許
関
係
事
務
を
処
理
す
る
場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

四

委
託
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
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山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
六
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

免
許
関
係
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

受
託
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
大
島
自
動
車
セ
ン
タ
ー

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
久
賀
一
〇
〇

七

吉
村

基

岩
国
自
動
車
関
係
業
者
協
同
組
合

岩
国
市
錦
見
七
丁
目
一
番
四
〇
号

伊
達

明
彦

株
式
会
社
柳
井
自
動
車
学
校

柳
井
市
柳
井
一
六
九
七
の
二

松
村

勝
也

光
興
産
株
式
会
社

光
市
大
字
立
野
八
四
三

吉
𠩤

則
行

株
式
会
社
下
松
自
動
車
学
校

下
松
市
大
字
切
山
二
九
六
の
二

友
田

裕

株
式
会
社
周
南
自
動
車
セ
ン
タ
ー

周
南
市
築
港
町
一
〇
番
一
〇
号

近
間

純
栄

株
式
会
社
ト
モ
タ

〃

新
田
二
丁
目
六
番
一
号

友
田

裕

株
式
会
社
山
口
県
高
等
自
動
車
学
校

山
口
市
朝
倉
町
二
番
三
号

大
隅

洋
三

一
般
財
団
法
人
山
口
県
交
通
安
全
協
会

〃

小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

村
田

常
雄

有
限
会
社
山
口
そ
う
ご
う
自
動
車
学
校

〃

小
郡
津
市
六
番
四
六
号

田
中

秀
明

株
式
会
社
湯
田
自
動
車
学
校

〃

葵
二
丁
目
四
番
五
五
号

辻
野

英
通

株
式
会
社
山
口
県
小
郡
自
動
車
学
校

〃

小
郡
津
市
六
番
四
五
号

田
中

秀
明

学
校
法
人
宇
部
学
園

宇
部
市
西
琴
芝
二
丁
目
一
二
番
一
八
号

二
木

寛
夫

三
和
企
業
株
式
会
社

〃

大
字
妻
崎
開
作
二
〇
二
五
の
三

前
田

勲

株
式
会
社
厚
狭
自
動
車
運
転
技
術
振
興

会

山
陽
小
野
田
市
大
字
鴨
庄
六
九
の
一

名
和
田
貴
文

株
式
会
社
一
二

福
岡
県
豊
前
市
大
字
松
江
一
三
八
一
の

一

小
森

敏
弘

株
式
会
社
山
陽
自
動
車
学
校

下
関
市
長
府
高
場
町
一
番
一
号

末
永

正
純

学
校
法
人
早
鞆
学
園

〃

上
田
中
町
八
丁
目
三
番
一
号

古
田

圭
一

学
校
法
人
長
門
高
等
学
校

長
門
市
東
深
川
一
六
二
一

村
田

勇
吉

一
般
財
団
法
人
萩
交
通
安
全
事
業
普
及

協
会

萩
市
大
字
江
向
四
六
の
一

中
谷

伸

二

免
許
関
係
事
務
の
内
容

㈠

仮
運
転
免
許
試
験
に
係
る
事
務
（
試
験
の
結
果
の
判
定
に
係
る
事
務
を
除
く
。
）

㈡

仮
運
転
免
許
証
の
作
成
及
び
交
付
に
係
る
事
務

㈢

仮
運
転
免
許
証
の
記
載
事
項
変
更
届
出
に
係
る
事
務

㈣

仮
運
転
免
許
証
の
再
交
付
申
請
に
係
る
事
務

三

免
許
関
係
事
務
を
処
理
す
る
場
所

名

称

所

在

地

大
島
自
動
車
学
校

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
久
賀
一
〇
〇
七

岩
国
自
動
車
学
校

岩
国
市
錦
見
七
丁
目
一
番
四
〇
号

山
口
県
柳
井
自
動
車
学
校

柳
井
市
柳
井
一
六
九
七
の
二

山
口
県
玖
西
自
動
車
学
校

岩
国
市
周
東
町
上
久
原
一
一
の
二

光
自
動
車
学
校

光
市
大
字
立
野
八
四
三

山
口
県
下
松
自
動
車
学
校

下
松
市
大
字
切
山
二
九
六
の
二

山
口
県
周
南
自
動
車
学
校

周
南
市
大
字
栗
屋
一
〇
四
一
の
二

山
口
県
南
陽
自
動
車
学
校

〃

新
田
二
丁
目
六
番
一
号

山
口
県
高
等
自
動
車
学
校

防
府
市
大
字
浜
方
五
八

山
口
県
宇
部
自
動
車
学
校

宇
部
市
大
字
沖
宇
部
一

山
口
県
下
関
自
動
車
学
校

下
関
市
後
田
町
四
丁
目
一
六
番
一
号

山
口
そ
う
ご
う
自
動
車
学
校

山
口
市
大
内
千
坊
六
丁
目
八
番
一
〇
号

山
口
県
湯
田
自
動
車
学
校

〃

葵
二
丁
目
四
番
五
五
号

山
口
県
小
郡
自
動
車
学
校

〃

小
郡
津
市
六
番
四
五
号

宇
部
中
央
自
動
車
学
校

宇
部
市
西
琴
芝
一
丁
目
八
番
三
一
号

西
日
本
自
動
車
学
校

〃

大
字
妻
崎
開
作
九
三
四
の
一

五
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山
口
県
厚
狭
自
動
車
学
校

山
陽
小
野
田
市
大
字
鴨
庄
六
九
の
一

ア
イ
ル
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル
下

関

下
関
市
菊
川
町
大
字
吉
賀
一
五
八
八

山
陽
自
動
車
学
校

〃

長
府
高
場
町
一
番
一
号

早
鞆
自
動
車
学
校

〃

安
岡
本
町
三
丁
目
二
〇
番
一
号

長
門
自
動
車
学
校

長
門
市
東
深
川
一
一
八
八
の
一
七

山
口
県
萩
自
動
車
学
校

萩
市
大
字
江
向
四
六
の
一

四

委
託
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

雑

報

令
和
七
年
度
山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
の
要
旨

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
七
年
度
山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長

井

原

健
太
郎

損
益
計
算
書
の
要
旨

（
単
位
：
千
円
）

区
分

短
期

厚
生
年
金

保
険

退
職
等
年
金

経
過
的
長
期

退
職
等
年
金

預
託
金
管
理

業
務

保
健

宿
泊

貯
金

貸
付

負
担

金

6,952,176

14,128,492

755,008

104,760

222,741

246,920

掛
金
・
任
意
継
続
掛
金

6,981,725

9,182,561

754,996

242,438

収
施
設
収
入
・
商
品
売
上

179,873

連
合

会
交

付
金

91,427

1,265

59

六
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利
息
及
び
配
当
金

3,282

6,173

1,065

2,450

232

547,310

そ
の

他
収

入

679,099

4,382

18,403

3,538

39,883

10,446

入
他
経
理
か
ら
繰
入
金

42,755

49,265

前
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

1,214,701

計

15,830,983

23,311,053

1,510,004

104,760

6,173

362,370

511,476

232,908

587,193

10,505

給
付
・
一
部
負
担
金
払
戻
金

7,975,426

役
員
報
酬
・
職
員
給
与

166,700

31,130

75,251

17,256

8,862

旅
費

・
事

務
費

28,500

3,868

822

1,593

829

商
品

仕
入

494

支
飲

食
材

料
費

44,798

委
託
費
・
委
託
管
理
費

7,769

13,740

27,732

2,394

2,223

支
払

利
息

104

6,173

448,092

6,114

前
期
高
齢
者
納
付
金

804,319

後
期
高
齢
者
支
援
金

2,668,393

老
人
保
健
拠
出
金

退
職
者
給
付
拠
出
金

介
護

納
付

金

1,302,093

連
合

会
払

込
金

158,305

連
合

会
拠

出
金

736,413

七
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負
担

金
払

込
金

14,128,492

755,008

104,760

掛
金

払
込

金

9,182,561

754,996

出
そ

の
他

支
出

9,213

163,091

362,947

119,284

36,363

4,577

雑
損

他
経
理
へ
繰
入
金

42,755

49,265

次
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

1,241,345

計
14,938,366

23,311,053

1,510,004

104,760

6,173

366,060

460,950

268,381

505,698

22,605

当
期
利
益
金
又
は
当
期
損
失
金
(△
)

892,617
△
3,690

50,526
△
35,473

81,495

△
12,100

貸
借
対
照
表
の
要
旨

（
単
位
：
千
円
）

区
分

短
期

厚
生
年
金

保
険

退
職
等
年
金

経
過
的
長
期

退
職
等
年
金

預
託
金
管
理

業
務

保
健

宿
泊

貯
金

貸
付

資産

流
動

資
産

2,652,976

1,419,008

94,843

607

5,237

362,948

883,767

162,040

4,454,096

44,410

固
定

資
産

650,000

41,286

11,782

394,698

42,080,611

865,099

資
産

合
計

2,652,976

1,419,008

94,843

607

655,237

404,234

895,549

556,738

46,534,707

909,509

負債

流
動

負
債

117,403

1,419,008

94,843

607

10,614

133,028

15,730

42,974,412

61

固
定

負
債

1,241,344

655,237

202,755

49,116

65,483

21,973

677,999

負
債

合
計

1,358,747

1,419,008

94,843

607

655,237

213,369

182,144

81,213

42,996,385

678,060

純資産

資
本

剰
余

金
52,183

25,350

798,385

利
益

剰
余

金

1,294,229

138,682

688,055

3,538,322

231,449

欠
損

金

322,860

八
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純
資

産
合

計

1,294,229

190,865

713,405

475,525

3,538,322

231,449

負
債
・
純
資
産
合
計

2,652,976

1,419,008

94,843

607

655,237

404,234

895,549

556,738

46,534,707

909,509

九
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令
和
八
年
六
月
十
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
六
月
十
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


